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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　穿刺針が挿入された被検体を超音波スキャンする際に、前記被検体の組織の撮像を目的
として、振動子面に対して第１の方向に超音波送信を行なう第１のスキャンと、振動子面
に対して複数の方向それぞれで超音波送信を行なう第２のスキャンとを超音波プローブに
実行させるスキャン制御部と、
　前記第１のスキャンにより前記超音波プローブが受信した反射波を用いて第１の超音波
画像を生成し、前記第２のスキャンにより前記超音波プローブが受信した反射波を用いて
前記複数の方向ごとの超音波画像である第２の超音波画像群を生成する画像生成部と、
　前記第１の超音波画像および前記第２の超音波画像群に基づく画像群それぞれの輝度分
布を解析した解析結果、または、前記第２の超音波画像群それぞれの輝度分布を解析した
解析結果に基づいて、前記穿刺針が高輝度で描出された針画像を生成するように前記画像
生成部を制御する画像生成制御部と、
　前記画像生成部により生成された前記第１の超音波画像と前記針画像との合成画像を生
成する画像合成部と、
　前記画像合成部により生成された前記合成画像を所定の表示部に表示するように制御す
る表示制御部と、
　を備え、
　前記画像生成制御部は、
　画像内の輝度分布を解析する機能を有し、解析を行なった画像群から、解析結果が所定
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の条件を満たす画像を前記穿刺針が高輝度で描出された第３の超音波画像として選択する
選択部と、
　前記第３の超音波画像全体を穿刺針領域として抽出し、または、当該第３の超音波画像
の高輝度領域を穿刺針領域として抽出し、当該抽出した穿刺針領域を用いて前記針画像を
生成するように前記画像生成部を制御する抽出部と、
　を備える、超音波診断装置。
【請求項２】
　前記選択部は、前記第２の超音波画像群の中から、所定の閾値以上の輝度となる画素の
出現頻度が最高となる画像の生成元となる反射波を受信するために行なわれた超音波送信
方向に最も近い角度で実行された超音波送信により受信された反射波を生成元とする画像
を前記第３の超音波画像として選択する、請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記画像生成部により生成された前記第２の超音波画像群の輝度調整を行なうことで、
各超音波画像の全体の輝度が略均一となる第３の超音波画像群を生成する調整部を更に備
え、
　前記選択部は、前記第３の超音波画像群から、前記第３の超音波画像を選択する、請求
項１に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記選択部は、前記第２の超音波画像群それぞれの超音波画像から前記第１の超音波画
像を差分することで差分画像群を生成するように前記画像生成部を制御し、当該差分画像
群から前記第３の超音波画像を選択する、請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記画像生成部により生成された前記第２の超音波画像群の輝度調整を行なうことで、
各超音波画像の全体の輝度が略均一となる第３の超音波画像群を生成する調整部を更に備
え、
　前記選択部は、前記第３の超音波画像群から前記差分画像群を生成するように前記画像
生成部を制御し、当該差分画像群から前記第３の超音波画像を選択する、請求項４に記載
の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記調整部は、更に、前記画像生成部により生成された前記差分画像群に対して、各差
分画像の全体の輝度が略均一となる輝度調整、又は、第２の閾値以下の輝度を所定の値に
置換する輝度調整を行ない、
　前記選択部は、前記調整部により輝度調整が行なわれた差分画像群から前記第３の超音
波画像を選択する、請求項５に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記抽出部は、前記第３の超音波画像から高輝度領域が略直線となる直線領域を前記穿
刺針領域として抽出する、請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記画像合成部は、前記第１の超音波画像と前記針画像とを合成する際の重み付けを変
更することで前記合成画像を生成する、請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記選択部は、前記所定の条件を満たす画像を複数選択した場合、当該選択した複数の
画像を加算した加算画像を生成するように前記画像生成部を制御し、
　前記抽出部は、前記加算画像を前記第３の超音波画像として、前記穿刺針領域の抽出処
理を行なう、請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記スキャン制御部は、前記選択部が選択した前記第３の超音波画像の生成元となる反
射波を受信するために行なわれた超音波送信方向に基づいて、前記第２のスキャンにおけ
る超音波の送信条件を変更する、請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
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　前記スキャン制御部は、前記選択部が選択した前記第３の超音波画像の生成元となる反
射波を受信するために行なわれた超音波送信方向を、前記第２のスキャンで実行される超
音波送信方向である第２の方向として決定する、請求項１０に記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　前記スキャン制御部は、前記第２の方向を決定した後、所定の時機に、再度、前記第２
のスキャンで実行される超音波送信方向を前記複数の方向として、前記選択部による前記
第３の超音波画像の選択処理を実行させ、前記選択部が選択した前記第３の超音波画像の
生成元となる反射波を受信するために行なわれた超音波送信方向を新規の第２の方向とし
て決定する、請求項１１に記載の超音波診断装置。
【請求項１３】
　穿刺針が挿入された被検体を超音波スキャンする際に、前記被検体の組織の撮像を目的
として、振動子面に対して第１の方向に超音波送信を行なう第１のスキャンと、振動子面
に対して複数の方向それぞれで超音波送信を行なう第２のスキャンとを超音波プローブに
実行させるスキャン制御手順と、
　前記第１のスキャンにより前記超音波プローブが受信した反射波を用いて第１の超音波
画像を生成し、前記第２のスキャンにより前記超音波プローブが受信した反射波を用いて
前記複数の方向ごとの超音波画像である第２の超音波画像群を生成する画像生成手順と、
　前記第１の超音波画像および前記第２の超音波画像群に基づく画像群それぞれの輝度分
布を解析した解析結果、または、前記第２の超音波画像群それぞれの輝度分布を解析した
解析結果に基づいて、前記穿刺針が高輝度で描出された針画像を生成するように前記画像
生成手順を制御する画像生成制御手順と、
　前記画像生成手順により生成された前記第１の超音波画像と前記針画像との合成画像を
生成する画像合成手順と、
　前記画像合成手順により生成された前記合成画像を所定の表示部に表示するように制御
する表示制御手順と、
　をコンピュータに実行させ、
　前記画像生成制御手順は、
　画像内の輝度分布を解析する機能を有し、解析を行なった画像群から、解析結果が所定
の条件を満たす画像を前記穿刺針が高輝度で描出された第３の超音波画像として選択する
選択手順と、
　前記第３の超音波画像全体を穿刺針領域として抽出し、または、当該第３の超音波画像
の高輝度領域を穿刺針領域として抽出し、当該抽出した穿刺針領域を用いて前記針画像を
生成するように前記画像生成手順を制御する抽出手順と、
　をコンピュータに実行させることを特徴とする制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、超音波診断装置及び制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、超音波診断装置は、超音波プローブ直下の超音波画像をリアルタイムで表示でき
ることから、生体組織検査やラジオ波焼灼治療（ＲＦＡ：Radio　Frequency　Ablation）
などの穿刺針を用いた穿刺が行なわれる場合に頻繁に使用されている。しかし、病変の位
置や穿刺針の侵入角度の影響で、穿刺針が見えにくくなることがあり、そのような場合は
、穿刺針を動かした際の組織の動きなどを見ながら穿刺を行っていた。
【０００３】
　そこで、近年、穿刺中に穿刺針の視認性を向上させるために、オブリークスキャンを行
なって穿刺針に垂直になるように超音波ビームを照射して、穿刺針が高輝度で描出された
超音波画像（針画像）を生成する技術が知られている。また、針画像の生成とともに、オ
ブリークスキャンを行なわずに通常の超音波スキャンを行なって生体組織が描出された超
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音波画像（生体画像）を生成し、針画像と生体画像との合成画像を生成して表示させる技
術も知られている。かかる技術では、合成画像を生成する際に、針画像と生体画像とを加
算する処理や、画素ごとに画素値を平均化して重ねる処理や、画素ごとに輝度の最大値を
ホールドする処理（最大値輝度保持処理、MaxHold処理）などが行なわれる。
【０００４】
　ただし、オブリークスキャンにより生成された超音波画像に描出される生体組織は、サ
イドローブなどの影響により、オブリークしないスキャンに比べて画質が劣化する。この
ため、合成画像における穿刺針の視認性は多少向上しても、組織病変の本質的な観察が最
適ではなくなるため、合成画像を用いた診断能は、低下する。すなわち、超音波ビームが
穿刺針に垂直に当たることで穿刺針は見えやすくなるが、一方でビーム形状などの問題か
らグレーティングサイドローブなどが発生し、生体組織の情報が劣化するという現象が起
こる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－３２０３７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、生体組織及び穿刺針双方の視認性を向上させること
が可能となる超音波診断装置及び制御プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態の超音波診断装置は、スキャン制御部と、画像生成部と、画像生成制御部と、
画像合成部と、表示制御部とを備える。スキャン制御部は、穿刺針が挿入された被検体を
超音波スキャンする際に、前記被検体の組織の撮像を目的として、振動子面に対して第１
の方向に超音波送信を行なう第１のスキャンと、振動子面に対して複数の方向それぞれで
超音波送信を行なう第２のスキャンとを超音波プローブに実行させる。画像生成部は、前
記第１のスキャンにより前記超音波プローブが受信した反射波を用いて第１の超音波画像
を生成し、前記第２のスキャンにより前記超音波プローブが受信した反射波を用いて前記
複数の方向ごとの超音波画像である第２の超音波画像群を生成する。画像生成制御部は、
前記第１の超音波画像および前記第２の超音波画像群に基づく画像群それぞれの輝度分布
を解析した解析結果、または、前記第２の超音波画像群それぞれの輝度分布を解析した解
析結果に基づいて、前記穿刺針が高輝度で描出された針画像を生成するように前記画像生
成部を制御する。画像合成部は、前記画像生成部により生成された前記第１の超音波画像
と前記針画像との合成画像を生成する。表示制御部は、前記画像合成部により生成された
前記合成画像を所定の表示部に表示するように制御する。前記画像生成制御部は、選択部
と、抽出部とを備える。選択部は、画像内の輝度分布を解析する機能を有し、解析を行な
った画像群から、解析結果が所定の条件を満たす画像を前記穿刺針が高輝度で描出された
第３の超音波画像として選択する。抽出部は、前記第３の超音波画像全体を穿刺針領域と
して抽出し、または、当該第３の超音波画像の高輝度領域を穿刺針領域として抽出し、当
該抽出した穿刺針領域を用いて前記針画像を生成するように前記画像生成部を制御する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成を説明するための図である
。
【図２】図２は、第１の実施形態に係るスキャン制御部を説明するための図である。
【図３】図３は、第１の実施形態に係る画像生成部を説明するための図である。
【図４】図４は、第１の実施形態に係る抽出部を説明するための図である。
【図５】図５は、第１の実施形態に係る画像合成部を説明するための図である。
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【図６】図６は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の処理を説明するためのフローチ
ャートである。
【図７】図７は、第２の実施形態に係る制御部の構成を説明するための図である。
【図８】図８は、第２の実施形態に係る調整部を説明するための図である。
【図９】図９は、第３の実施形態に係る選択部を説明するための図（１）である。
【図１０】図１０は、第３の実施形態に係る選択部を説明するための図（２）である。
【図１１】図１１は、第３の実施形態に係る超音波診断装置の処理を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図１２Ａ】図１２Ａは、第４の実施形態に係る制御部の処理を説明するための図（１）
である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、第４の実施形態に係る制御部の処理を説明するための図（２）
である。
【図１３】図１３は、画像合成部の変形例を説明するための図である。
【図１４Ａ】図１４Ａは、スキャン制御部の変形例を説明するための図（１）である。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、スキャン制御部の変形例を説明するための図（２）である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、添付図面を参照して、超音波診断装置の実施形態を詳細に説明する。
【００１０】
（第１の実施形態）
　まず、第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成について説明する。図１は、第１の
実施形態に係る超音波診断装置の構成を説明するための図である。図１に示すように、第
１の実施形態に係る超音波診断装置は、超音波プローブ１と、モニタ２と、入力装置３と
、装置本体１０とを有する。
【００１１】
　超音波プローブ１は、装置本体１０と着脱自在に接続される。超音波プローブ１は、複
数の圧電振動子を有し、これら複数の圧電振動子は、後述する装置本体１０が有する送受
信部１１から供給される駆動信号に基づき超音波を発生する。また、超音波プローブ１は
、被検体Ｐからの反射波を受信して電気信号に変換する。また、超音波プローブ１は、圧
電振動子に設けられる整合層や、圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止するバッキ
ング材などを有する。
【００１２】
　超音波プローブ１から被検体Ｐに超音波が送信されると、送信された超音波は、被検体
Ｐの体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、反射波信号とし
て超音波プローブ１が有する複数の圧電振動子にて受信される。受信される反射波信号の
振幅は、超音波が反射される不連続面における音響インピーダンスの差に依存する。なお
、送信された超音波パルスが、移動している血流や心臓壁などの表面で反射された場合の
反射波信号は、ドプラ効果により、移動体の超音波送信方向に対する速度成分に依存して
、周波数偏移を受ける。
【００１３】
　なお、第１の実施形態は、図１に示す超音波プローブ１が、複数の圧電振動子が一列で
配置された１次元超音波プローブである場合や、一列に配置された複数の圧電振動子が機
械的に揺動される１次元超音波プローブである場合、複数の圧電振動子が格子状に２次元
で配置された２次元超音波プローブである場合のいずれであっても適用可能である。
【００１４】
　そして、第１の実施形態に係る超音波プローブ１には、医師が超音波画像を参照しなが
ら生体組織検査やラジオ波焼灼治療などの穿刺を行なうために、穿刺アダプタ１ａが取り
付けられる。そして、穿刺アダプタ１ａには、穿刺針１ｂが取り付けられている。医師は
、超音波画像を参照しながら、穿刺アダプタ１ａに取り付けられた穿刺針１ｂを被検体Ｐ
のターゲット部位まで挿入する。
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【００１５】
　入力装置３は、マウス、キーボード、ボタン、パネルスイッチ、タッチコマンドスクリ
ーン、フットスイッチ、トラックボールなどを有し、超音波診断装置の操作者からの各種
設定要求を受け付け、装置本体１０に対して受け付けた各種設定要求を転送する。例えば
、入力装置３が有する終了ボタンやＦＲＥＥＺＥボタンを操作者が押下すると、超音波の
送受信が終了し、第１の実施形態に係る超音波診断装置は、一時停止状態となる。また、
操作者は、入力装置３を介して後述する第２のスキャン（オブリークスキャン）を行なう
ための超音波送信のオブリークの角度の設定や変更を行なうことも出来る。
【００１６】
　モニタ２は、超音波診断装置の操作者が入力装置３を用いて各種設定要求を入力するた
めのＧＵＩ（Graphical　User　Interface）を表示したり、装置本体１０において生成さ
れた超音波画像を表示したりする。
【００１７】
　装置本体１０は、超音波プローブ１が受信した反射波に基づいて超音波画像を生成する
装置であり、図１に示すように、送受信部１１と、Ｂモード処理部１２と、ドプラ処理部
１３と、画像生成部１４と、画像メモリ１５と、画像合成部１６と、内部記憶部１７と、
制御部１８とを有する。
【００１８】
　送受信部１１は、トリガ発生回路、遅延回路およびパルサ回路などを有し、超音波プロ
ーブ１に駆動信号を供給する。パルサ回路は、所定のレート周波数で、送信超音波を形成
するためのレートパルスを繰り返し発生する。また、遅延回路は、超音波プローブ１から
発生される超音波をビーム状に集束して送信指向性を決定するために必要な圧電振動子ご
との遅延時間を、パルサ回路が発生する各レートパルスに対し与える。また、トリガ発生
回路は、レートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ１に駆動信号（駆動パルス
）を印加する。すなわち、遅延回路は、各レートパルスに対し与える遅延時間を変化させ
ることで、圧電振動子面からの送信方向を任意に調整する。
【００１９】
　なお、送受信部１１は、後述する制御部１８の指示に基づいて、所定のスキャンシーケ
ンスを実行するために、送信周波数、送信駆動電圧などを瞬時に変更可能な機能を有して
いる。特に、送信駆動電圧の変更は、瞬間にその値を切り替え可能なリニアアンプ型の発
信回路、または、複数の電源ユニットを電気的に切り替える機構によって実現される。
【００２０】
　また、送受信部１１は、アンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、加算器などを有し、超音波プロー
ブ１が受信した反射波信号に対して各種処理を行なって反射波データを生成する。アンプ
回路は、反射波信号をチャンネルごとに増幅してゲイン補正処理を行なう。Ａ／Ｄ変換器
は、ゲイン補正された反射波信号をＡ／Ｄ変換し、受信指向性を決定するのに必要な遅延
時間を与える。加算器は、与えられた遅延時間に基づき、反射波信号の加算処理を行なっ
て反射波データを生成する。加算器の加算処理により、反射波信号の受信指向性に応じた
方向からの反射成分が強調される。
【００２１】
　このように、送受信部１１は、超音波の送受信における送信指向性と受信指向性とを制
御する。なお、送受信部１１は、後述する制御部１８の制御により、遅延情報、送信周波
数、送信駆動電圧、開口素子数などを瞬時に変更可能な機能を有している。また、送受信
部１１は、１フレームもしくはレートごとに、異なる波形を送信して受信することも可能
である。
【００２２】
　Ｂモード処理部１２は、送受信部１１から反射波データを受信し、受信した反射波デー
タに対して対数増幅、包絡線検波処理などを行なって、信号強度が輝度の明るさで表現さ
れるデータ（Ｂモードデータ）を生成する。
【００２３】
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　ドプラ処理部１３は、送受信部１１から反射波データを受信し、受信した反射波データ
から速度情報を周波数解析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し
、平均速度、分散、パワーなどの移動体情報を多点について抽出したデータ（ドプラデー
タ）を生成する。なお、Ｂモード処理部１２やドプラ処理部１３が生成したデータは、生
データとも呼ばれる。
【００２４】
　画像生成部１４は、Ｂモード処理部１２及びドプラ処理部１３が生成したデータから超
音波画像を生成する。すなわち、画像生成部１４は、Ｂモード処理部１２が生成したＢモ
ードデータから反射波の強度を輝度にて表したＢモード画像を生成する。また、画像生成
部１４は、ドプラ処理部１３が生成したドプラデータから移動体情報を表す平均速度画像
、分散画像、パワー画像、又は、これらの組み合わせ画像としてのカラードプラ画像を生
成する。
【００２５】
　また、画像生成部１４は、超音波画像に、種々のパラメータの文字情報、目盛り、ボデ
ィマークなどを合成した合成画像を生成することもできる。
【００２６】
　ここで、画像生成部１４は、超音波走査の走査線信号列を、テレビなどに代表されるビ
デオフォーマットの走査線信号列に変換（スキャンコンバート）し、表示用画像としての
超音波画像を生成する。また、画像生成部１４は、スキャンコンバート以外に種々の画像
処理として、例えば、スキャンコンバート後の複数の画像フレームを用いて、輝度の平均
値画像を再生成する画像処理（平滑化処理）や、画像内で微分フィルタを用いる画像処理
（エッジ強調処理）などを行なう。
【００２７】
　また、画像生成部１４は、画像データを格納する記憶メモリを搭載しており、３次元画
像の再構成処理などを行うことが可能である。また、画像生成部１４が搭載する記憶メモ
リから、例えば、診断の後に操作者が検査中に記録された画像を呼び出すことが可能とな
っている。
【００２８】
　画像合成部１６は、画像生成部１４が生成した超音波画像に、種々のパラメータの文字
情報、目盛り、ボディマークなどと合成し、ビデオ信号としてモニタ２に出力する。第１
の実施形態では、画像合成部１６は、生体画像と針画像とを合成した合成画像を生成する
。なお、第１の実施形態に係る画像合成部１６が生成する合成画像については、後に詳述
する。
【００２９】
　画像メモリ１５は、画像生成部１４が生成した超音波画像や、画像合成部１６が合成し
た合成画像を記憶するメモリである。例えば、画像メモリ１５は、ＦＲＥＥＺＥボタンが
押下された直前の複数フレームに対応する超音波画像を保存する。超音波診断装置は、こ
の画像メモリ１５に記憶されている画像を連続表示（シネ表示）することで、超音波動画
像を表示することも可能である。
【００３０】
　内部記憶部１７は、超音波送受信、画像処理および表示処理を行なうための制御プログ
ラムや、診断情報（例えば、患者ＩＤ、医師の所見など）や、診断プロトコルや各種ボデ
ィマークなどの各種データを記憶する。また、内部記憶部１７は、必要に応じて、画像メ
モリ１５が記憶する画像の保管などにも使用される。なお、内部記憶部１７が記憶するデ
ータは、図示しないインターフェース回路を経由して、外部の周辺装置へ転送することが
できる。
【００３１】
　そして、第１の実施形態に係る内部記憶部１７は、穿刺アダプタ１ａに対して穿刺針１
ｂが取り付けられる角度を、穿刺針１ｂの穿刺角度として記憶している。例えば、内部記
憶部１７は、穿刺アダプタ１ａが装着される場合は、穿刺アダプタ１ａの取り付け角度「
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Ａ」を、穿刺針１ｂの挿入角度「Ａ」として記憶する。
【００３２】
　制御部１８は、超音波診断装置における処理全体を制御する。具体的には、制御部１８
は、入力装置３を介して操作者から入力された各種設定要求や、内部記憶部１７から読込
んだ各種制御プログラムおよび各種データに基づき、送受信部１１、Ｂモード処理部１２
、ドプラ処理部１３、画像生成部１４及び画像合成部１６の処理を制御する。例えば、図
１に示すスキャン制御部１８ａは、送受信部１１を介して超音波プローブ１による超音波
スキャンを制御する。また、図１に示す表示制御部１８ｄは、画像メモリ１５が記憶する
超音波画像や合成画像をモニタ２にて表示するように制御する。
【００３３】
　また、第１の実施形態に係る制御部１８は、スキャン制御部１８ａ及び表示制御部１８
ｄの他に、図１に示すように、画像生成制御部１８１を有する。画像生成制御部１８１は
、図１に示すように、選択部１８ｂと、抽出部１８ｃとを有する。なお、第１の実施形態
において、スキャン制御部１８ａ、選択部１８ｂ、抽出部１８ｃ及び表示制御部１８ｄが
実行する処理については、後に詳述する。
【００３４】
　以上、第１の実施形態に係る超音波診断装置の全体構成について説明した。かかる構成
のもと、実施例１に係る超音波診断装置は、穿刺針１ｂが挿入された被検体Ｐの生体組織
を撮像した超音波画像（Ｂモード画像）を生成する。そして、第１の実施形態に係る超音
波診断装置は、以下、詳細に説明する制御部１８の制御処理により、生体組織及び穿刺針
双方の視認性が向上した超音波画像を生成する。例えば、入力装置３が有する穿刺モード
開始ボタンを操作者が押下すると、第１の実施形態に係る超音波診断装置は、以下に説明
する処理を開始する。また、例えば、入力装置３が有する穿刺モード終了ボタンを操作者
が押下すると、第１の実施形態に係る超音波診断装置は、以下に説明する処理を終了する
。
【００３５】
　まず、スキャン制御部１８ａは、穿刺針１ｂが挿入された被検体Ｐを超音波スキャンす
る際に、被検体Ｐの組織の撮像を目的として、振動子面に対して第１の方向に超音波送信
を行なう第１のスキャンと、振動子面に対して複数の方向それぞれで超音波送信を行なう
第２のスキャンとを超音波プローブ１に実行させる。第１のスキャンは、被検体Ｐの組織
を撮像するために最適となる第１の方向の超音波送信を、振動子の配列方向に沿って行な
う超音波スキャンである。具体的には、第１の方向は、超音波プローブ１の振動子面に対
して垂直な方向である。例えば、第１の方向は、方位方向に対して垂直な方向である。な
お、第１の方向は、被検体Ｐの組織を撮像するために最適となる超音波送信方向であるな
らば、振動子面に対して垂直な方向以外の方向であっても良い。
【００３６】
　また、第２のスキャンは、被検体Ｐに挿入された穿刺針１ｂを撮像するために最適とな
る超音波送信方向を探索することを目的として、複数の方向それぞれで超音波送信を行な
う超音波スキャンである。第２のスキャンでは、複数の方向それぞれで、超音波送信が振
動子の配列方向に沿って行なわれる。具体的には、複数の方向の各方向は、超音波プロー
ブ１の振動子面に対して垂直以外の方向である。例えば、複数の方向の各方向は、方位方
向に対して垂直以外の方向である。なお、第２のスキャンは、超音波送信方向として第１
の方向を含む場合であっても良い。図２は、第１の実施形態に係るスキャン制御部を説明
するための図である。
【００３７】
　図２に示す一例では、ターゲット部位（Ｔ）に対して、穿刺針１ｂが挿入されている。
かかる状態で、スキャン制御部１８ａは、通常、Ｂモード画像を生成するために行なわれ
る通常スキャンと同様に、第１のスキャンとして、図２に示すように、方位方向に対して
垂直方向に超音波送信を実行させる。更に、スキャン制御部１８ａは、図２に示すように
、第２のスキャンとして、複数の角度「α１、α２、α３、α４、α５、・・・・・」に
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てオブリークスキャンを実行させる。
【００３８】
　ここで、スキャン制御部１８ａは、内部記憶部１７から穿刺針１ｂの挿入角度「Ａ」を
取得し、挿入角度「Ａ」により設定される穿刺ラインに対して垂直方向となる近辺にて、
オブリークスキャンの角度を複数個設定することで、第２のスキャンを実行させる。例え
ば、スキャン制御部１８ａは、穿刺ラインに対して垂直方向となる角度「Ｂ」を算出する
。そして、スキャン制御部１８ａは、角度「Ｂ－Ｂ０」から角度「Ｂ－Ｂ１」の範囲で角
度「β」の間隔で第２のスキャンを実行すると決定する。なお、角度「Ｂ０、Ｂ１、β」
は、操作者や超音波診断装置の管理者により設定される。また、角度「Ｂ０、Ｂ１、β」
は、操作者により任意に変更可能である。また、オブリークスキャンの間隔は、等間隔で
ある場合であっても、角度「Ｂ」に近い領域では「β１」とし、角度「Ｂ」から遠い領域
では「β２（β２＞β１）」とするように変更される場合であっても良い。
【００３９】
　なお、穿刺角度の取得は、上記の場合に限定されるものではない。例えば、穿刺角度の
取得は、位置センサーの検出結果に基づいて行なわれる場合であっても良い。位置センサ
ーの一例としては、磁気センサーが挙げられる。例えば、穿刺針１ｂに磁気センサーを取
り付け、所定の位置に磁場発生コイルを設置する。そして、磁気センサーは、磁場発生コ
イルが発生した磁気信号を検出する。スキャン制御部１８ａは、磁気センサーの検出結果
に基づいて、磁場発生コイルに対する磁気センサーの座標位置を算出する。そして、スキ
ャン制御部１８ａは、磁気センサーの座標位置から、超音波プローブ１表面と穿刺針１ｂ
との角度を算出することで、穿刺角度を取得する。
【００４０】
　なお、アダプタやセンサー機能を使用せずにフリーハンドで穿刺を行なう場合などのよ
うに、穿刺アダプタ１ａの取り付け角度や位置センサーを用いて穿刺角度が取得できない
場合、スキャン制御部１８ａは、予め設定された角度間隔で第２のスキャンを実行させる
。
【００４１】
　そして、図１に示す画像生成部１４は、第１のスキャンにより超音波プローブ１が受信
した反射波を用いて第１の超音波画像を生成する。また、画像生成部１４は、第２のスキ
ャンにより超音波プローブが受信した反射波を用いて複数の方向ごとの超音波画像である
第２の超音波画像群を生成する。図３は、第１の実施形態に係る画像生成部を説明するた
めの図である。
【００４２】
　すなわち、画像生成部１４は、図３に示すように、第１のスキャン（通常スキャン）に
より生成されたＢモードデータを用いて、アーチファクトにより生体組織の視認性が低減
されていない生体画像として、第１の超音波画像を生成する。
【００４３】
　また、画像生成部１４は、図３に示すように、第２のスキャン（オブリークスキャン）
により生成された角度「α１、α２、α３、α４、α５、・・・・・」のＢモードデータ
群を用いて、角度「α１、α２、α３、α４、α５、・・・・・」それぞれの超音波画像
である第２の超音波画像群を生成する。第２の超音波画像群は、穿刺針の視認性が向上し
ている針画像を生成するための候補画像群となる。
【００４４】
　図１に戻って、画像生成制御部１８１は、第２の超音波画像群それぞれの輝度分布を解
析した解析結果に基づいて、穿刺針１ｂが高輝度で描出された針画像を生成するように画
像生成部１４を制御する。画像生成制御部１８１が有する選択部１８ｂは、画像内の輝度
分布を解析する機能を有する。選択部１８ｂは、解析を行なった画像群から、解析結果が
所定の条件を満たす画像を穿刺針１ｂが高輝度で描出された第３の超音波画像として選択
する。第１の実施形態では、選択部１８ｂは、画像生成部１４により生成された第２の超
音波画像群から、各超音波画像の輝度分布に基づいて、穿刺針１ｂが高輝度で描出された
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第３の超音波画像を選択する。換言すれば、選択部１８ｂは、穿刺針１ｂが高輝度で描出
されるオブリークの角度を決定する。以下、第１の実施形態において、第３の超音波画像
の選択に用いられる所定の条件について説明する。
【００４５】
　例えば、選択部１８ｂは、第２の超音波画像群として生成された各画像にて、各画素の
輝度を抽出し、輝度分布を示すヒストグラム（輝度曲線）を生成する。ここで、穿刺針１
ｂは、強反射体であることから、超音波送信が穿刺針１ｂに対して略垂直方向に行なわれ
ることで生成されたＢモード画像には、高輝度となる画素の出現頻度が高くなる。そこで
、選択部１８ｂは、各画素のヒストグラムから、所定の閾値以上の輝度の出現頻度が最大
となる画像を決定する。
【００４６】
　しかし、穿刺針１ｂに対して略垂直となる角度で超音波スキャンが行なわれると、Ｂモ
ード画像には、多重反射アーチファクトが生じてしまう。
【００４７】
　そこで、選択部１８ｂは、第２の超音波画像群の中から、所定の閾値以上の輝度となる
画素の出現頻度が最高となる画像の生成元となる反射波を受信するために行なわれた超音
波送信方向に最も近い角度で実行された超音波送信により受信された反射波を生成元とす
る画像を第３の超音波画像として選択する。すなわち、選択部１８ｂは、高輝度の画素が
高頻度で発生する直前又は直後のフレームを第３の超音波画像として選択する。
【００４８】
　例えば、選択部１８ｂは、図３に示す角度「α４」の超音波画像を所定の閾値以上の輝
度となる画素の出現頻度が最高となる画像として決定する。そして、選択部１８ｂは、図
３に示す角度「α３」の超音波画像を第３の超音波画像として選択する。換言すれば、選
択部１８ｂは、角度「α３」を穿刺針１ｂが高輝度で描出されるオブリークの角度として
決定する。
【００４９】
　図１に戻って、画像生成制御部１８１が有する抽出部１８ｃは、選択部１８ｂが選択し
た第３の超音波画像の高輝度領域を穿刺針領域として抽出する。そして、抽出部１８ｃは
、抽出した穿刺針領域を用いて針画像を生成するように画像生成部１４を制御する。図４
は、第１の実施形態に係る抽出部を説明するための図である。
【００５０】
　例えば、操作者は、高輝度領域抽出用の抽出用閾値を予め設定する。そして、抽出部１
８ｃは、図４に示すように、第３の超音波画像（角度「α３」）において、抽出用閾値以
上の輝度を有する高輝度領域Ｎを穿刺針領域として抽出する。そして、抽出部１８ｃは、
第３の超音波画像における高輝度領域Ｎの座標を画像生成部１４に通知し、画像生成部１
４は、通知された座標を用いて、第３の超音波画像から高輝度領域Ｎ以外の領域の輝度を
、例えば、「０」に置換することで、図４に示す針画像を生成する。
【００５１】
　或いは、抽出部１８ｃは、第３の超音波画像から高輝度領域が略直線となる直線領域を
穿刺針領域として抽出する。例えば、抽出部１８ｃは、第３の超音波画像（角度「α３」
）に対して、ハフ（Ｈｏｕｇｈ）変換などの直線抽出手法を用いることで、直線を抽出す
る。そして、抽出部１８ｃは、抽出された直線の座標を画像生成部１４に通知し、画像生
成部１４は、通知された座標を用いて、針画像を生成する。なお、抽出部１８ｃが、抽出
用閾値を用いた抽出処理を実行するか、直線抽出手法を用いた抽出処理を実行するかは、
操作者により設定される。
【００５２】
　図１に戻って、画像合成部１６は、図５に示すように、画像生成部１４により生成され
た第１の超音波画像（生体画像）と針画像との合成画像を生成する。図５は、第１の実施
形態に係る画像合成部を説明するための図である。図５に示す合成画像では、ターゲット
部位Ｔ及び穿刺針１ｂが共に明瞭に描出される。
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【００５３】
　図１に戻って、表示制御部１８ｄは、画像合成部１６により生成された合成画像をモニ
タ２に表示するように制御する。
【００５４】
　次に、図６を用いて、第１の実施形態に係る超音波診断装置の処理について説明する。
図６は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の処理を説明するためのフローチャートで
ある。
【００５５】
　図６に示すように、第１の実施形態に係る超音波診断装置は、穿刺モードが開始された
か否かを判定する（ステップＳ１０１）。ここで、穿刺モードが開始されていない場合（
ステップＳ１０１否定）、第１の実施形態に係る超音波診断装置は、穿刺モードが開始さ
れるまで待機状態となる。
【００５６】
　一方、穿刺モードが開始された場合（ステップＳ１０１肯定）、スキャン制御部１８ａ
は、第１のスキャン及び第２のスキャンを実行するように超音波プローブ１を制御する（
ステップＳ１０２）。
【００５７】
　そして、画像生成部１４は、第１の超音波画像（生体画像）及び第２の超音波画像群（
候補画像群）を生成し（ステップＳ１０３）、選択部１８ｂは、第２の超音波画像群から
第３の超音波画像を選択する（ステップＳ１０４）。具体的には、選択部１８ｂは、第２
の超音波画像群の中から、所定の閾値以上の輝度となる画素の出現頻度が最高となる画像
を決定する。そして、選択部１８ｂは、決定した画像の生成元となる反射波を受信するた
めに行なわれた超音波送信方向に最も近い角度で実行された超音波送信により受信された
反射波を生成元とする画像を第３の超音波画像として選択する。
【００５８】
　その後、抽出部１８ｃは、第３の超音波画像から穿刺針領域を抽出し、画像生成部１４
は、抽出部１８ｃにより抽出された穿刺針領域に基づいて、針画像を生成する（ステップ
Ｓ１０５）。続いて、画像合成部１６は、第１の超音波画像と針画像との合成画像を生成
する（ステップＳ１０６）。これにより、１フレーム分の合成画像が生成される。
【００５９】
　そして、表示制御部１８ｄは、合成画像をモニタ２に表示させるように制御し（ステッ
プＳ１０７）、穿刺モードが終了したか否かを判定する（ステップＳ１０８）。ここで、
穿刺モードが終了していない場合（ステップＳ１０８否定）、超音波診断装置は、ステッ
プＳ１０２に戻って、次のフレーム分の合成画像を生成するためのスキャンが実行される
ように制御する。
【００６０】
　一方、穿刺モードが終了した場合（ステップＳ１０８肯定）、超音波診断装置は、処理
を終了する。なお、表示制御部１８ｄは、合成画像とともに、第１の超音波画像や第３の
超音波画像、第２の超音波画像群などを並列表示させても良い。また、上記では、穿刺モ
ードの終了判定がステップＳ１０７の合成画像表示後に実行される場合について説明した
。しかし、第１の実施形態は、穿刺モードの終了判定がステップＳ１０２の第１のスキャ
ン及び第２のスキャンが行なわれた後に実行される場合であっても良い。すなわち、第１
のスキャン及び第２のスキャンは、ステップＳ１０３からステップＳ１０７の処理と並行
して、順次実行される場合であっても良い。
【００６１】
　上述してきたように、第１の実施形態では、スキャン制御部１８ａは、穿刺針１ｂが挿
入された被検体Ｐを超音波スキャンする際に、例えば方位方向に対して垂直方向に超音波
送信を行なう第１のスキャンと、例えば方位方向に対して垂直方向以外の複数の方向それ
ぞれで超音波送信を行なう第２のスキャンとを超音波プローブ１に実行させる。そして、
画像生成部１４は、第１のスキャンにより超音波プローブ１が受信した反射波を用いて第
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１の超音波画像を生成し、第２のスキャンにより超音波プローブ１が受信した反射波を用
いて複数の方向ごとの超音波画像である第２の超音波画像群を生成する。
【００６２】
　そして、選択部１８ｂは、画像生成部１４により生成された第２の超音波画像群から、
各超音波画像の輝度分布に基づいて、穿刺針１ｂが高輝度で描出された第３の超音波画像
を選択する。そして、抽出部１８ｃは、選択部１８ｂが選択した第３の超音波画像の高輝
度領域を穿刺針領域として抽出し、当該抽出した穿刺針領域を用いて針画像を生成するよ
うに画像生成部１４を制御する。そして、画像合成部１６は、画像生成部１４により生成
された第１の超音波画像と針画像との合成画像を生成し、表示制御部１８ｄは、画像合成
部１６により生成された合成画像をモニタ２に表示するように制御する。
【００６３】
　このように、第１の実施形態では、生体組織を観察するために最適となる第１のスキャ
ンにより生体画像である第１の超音波画像が生成される。また、第１の実施形態では、穿
刺針１ｂを観察するために最適となるオブリークの角度を選択する。そして、第１の実施
形態では、選択した角度でのオブリークスキャンにより生成された第３の超音波画像から
穿刺針１ｂに該当する領域を抽出した上で、針画像が生成される。すなわち、第１の実施
形態で生成される針画像には、従来のように、サイドローブの影響で不明瞭となった生体
組織が含まれない。従って、第１の実施形態では、生体組織及び穿刺針双方の視認性を向
上させることが可能となる。また、第１の実施形態では、生体組織及び穿刺針双方の視認
性が向上した合成画像が表示されるので、穿刺処理の安全性及び精度を向上させることが
出来、穿刺を行なう操作者を支援することが可能となる。
【００６４】
　また、第１の実施形態では、選択部１８ｂは、第２の超音波画像群の中から、所定の閾
値以上の輝度となる画素の出現頻度が最高となる画像の生成元となる反射波を受信するた
めに行なわれた超音波送信方向を決定する。そして、選択部１８ｂは、決定した超音波送
信方向に最も近い角度で実行された超音波送信により受信された反射波を生成元とする画
像を第３の超音波画像として選択する。
【００６５】
　すなわち、穿刺針１ｂの挿入方向に対して完全に垂直となるオブリークスキャンにより
生成された超音波画像には、多重反射アーチファクトが含まれる可能性が高く、かかる超
音波画像から高輝度領域を抽出しても、針画像にも穿刺針１ｂに起因するアーチファクト
が含まれる場合がある。一方、上記の処理により選択された第３の超音波画像内には、多
重反射アーチファクトが含まれる可能性が低くなる。従って、第１の実施形態では、アー
チファクトが低減された針画像を提供することが可能となる。
【００６６】
　また、第１の実施形態では、例えば、操作者の設定により、抽出部１８ｃは、第３の超
音波画像から高輝度領域が略直線となる直線領域を穿刺針領域として抽出する。すなわち
、第１の実施形態では、穿刺針１ｂの形状に該当する直線部分のみを針画像として生成す
る。従って、第１の実施形態では、穿刺針１ｂの部分のみが描出された針画像を提供する
ことが可能となる。
【００６７】
（第２の実施形態）
　第２の実施形態では、第２の超音波画像群に対して輝度調整が行なわれた後に、第３の
超音波画像の選択処理が実行される場合について、図７などを用いて説明する。図７は、
第２の実施形態に係る制御部の構成を説明するための図である。
【００６８】
　図７に示すように、第２の実施形態に係る制御部１８は、図１に示す第１の実施形態に
係る制御部１８と比較して、調整部１８ｅを更に有する点が異なる。以下、これを中心に
説明する。なお、第１の実施形態と同様に第２の実施形態でも、第１のスキャン及び第２
のスキャンが行なわれた後に、第１の超音波画像及び第２の超音波画像群が生成される。
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【００６９】
　ここで、超音波ビームをオブリークさせると、サイドローブの影響で画像全体の輝度が
上がったり、画質が劣化したりする。このため、第３の超音波画像の選択対象となる画像
群は、画像全体の輝度がオブリークスキャンの角度に依存しないように、画質全体の輝度
を均一にする処理を施すことが望ましい。
【００７０】
　そこで、第２の実施形態では、調整部１８ｅは、画像生成部１４により生成された第２
の超音波画像群の輝度調整を行なうことで、各超音波画像の全体の輝度が略均一となる第
３の超音波画像群を生成する。
【００７１】
　一例を挙げると、調整部１８ｅは、第２の超音波画像群の生データ群（Ｂモードデータ
群）それぞれを複数の区画に分割する。そして、調整部１８ｅは、各区画の信号が生体信
号であるのかノイズ信号であるのかを識別する。そして、調整部１８ｅは、ノイズ信号で
ある場合は、輝度を抑え、生体信号である場合は、輝度を空間的に均一になるようにゲイ
ンカーブを計算する。そして、調整部１８ｅは、計算したゲインカーブを用いて第２の超
音波画像群の生データ群から第３の超音波画像群を生成する。図８は、第２の実施形態に
係る調整部を説明するための図である。
【００７２】
　上記の処理により、調整部１８ｅは、図８に示すように、ノイズが抑制され、かつ、生
体信号の輝度が調整された超音波画像（第３の超音波画像群）を生成する。なお、調整部
１８ｅは、計算したゲインカーブを画像生成部１４に通知することで、第３の超音波画像
群を画像生成部１４が生成するように制御しても良い。
【００７３】
　そして、第２の実施形態に係る画像制御部１８１が有する選択部１８ｂは、第３の超音
波画像群を候補画像群とし、第３の超音波画像群から第３の超音波画像を選択する。すな
わち、選択部１８ｂは、第２の超音波画像群ではなく、第２の超音波画像から生成された
第３の超音波画像群の各超音波画像の輝度分布を示すヒストグラム（輝度曲線）を用いて
、第３の超音波画像群から第３の超音波画像を選択する。以下、第２の実施形態において
、第３の超音波画像の選択に用いられる所定の条件について説明する。
【００７４】
　具体的には、選択部１８ｂは、第３の超音波画像群それぞれのヒストグラムを参照して
、所定の閾値以上の輝度の出現頻度が最大となる画像を決定し、当該決定した画像の生成
元となる反射波を受信するために行なわれた超音波送信方向に最も近い角度で実行された
超音波送信により受信された反射波を生成元とする画像を第３の超音波画像として選択す
る。例えば、選択部１８ｂは、図３に示す角度「α４」の超音波画像に対して調整部１８
ｅが輝度調整を行なった画像を第３の超音波画像として選択する。
【００７５】
　なお、輝度調整済みの第３の超音波画像群から第３の超音波画像を選択する第２の実施
形態では、多重反射アーチファクトが低減されている可能性が高いので、選択部１８ｂは
、所定の閾値以上の輝度の出現頻度が最大となる画像を第３の超音波画像として選択して
も良い。かかる場合、例えば、選択部１８ｂは、図３に示す角度「α３」の超音波画像に
対して調整部１８ｅが輝度調整を行なった画像を第３の超音波画像として選択する。
【００７６】
　そして、第２の実施形態に係る画像制御部１８１が有する抽出部１８ｃは、第１の実施
形態で説明した方法、すなわち、抽出用閾値を用いた抽出方法や、直線抽出手法により第
３の超音波画像から穿刺針領域を抽出する。
【００７７】
　そして、画像生成部１４は、針画像を生成し、画像合成部１６は、合成画像を生成する
。そして、合成画像は、表示制御部１８ｄにより、モニタ２に表示される。このように、
第２の実施形態に係る画像生成制御部１８１は、第２の超音波画像群それぞれの輝度分布
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を解析した解析結果に基づく第３の超音波画像群を対象として、輝度分布を解析すること
で、針画像を生成させる。
【００７８】
　なお、第２の実施形態に係る超音波診断装置の処理は、図６を用いて説明した第１の実
施形態に係る超音波診断装置の処理の中で、ステップＳ１０３の後、調整部１８ｅが第２
の超音波画像群を輝度調整することで第３の超音波画像群を生成し、ステップＳ１０４に
て、第３の超音波画像の選択対象が第３の超音波画像群である以外は、同様であるので、
説明を省略する。なお、表示制御部１８ｄは、合成画像とともに、第１の超音波画像や第
３の超音波画像、第３の超音波画像群などを並列表示させても良い。また、第２の実施形
態でも、第１のスキャン及び第２のスキャンは、ステップＳ１０３からステップＳ１０７
の処理と並行して、順次実行される場合であっても良い。
【００７９】
　上述してきたように、第２の実施形態では、調整部１８ｅは、画像生成部１４により生
成された第２の超音波画像群の輝度調整を行なうことで、各超音波画像の全体の輝度が略
均一となる第３の超音波画像群を生成する。そして、選択部１８ｂは、第３の超音波画像
群から、第３の超音波画像を選択する。
【００８０】
　すなわち、第２の実施形態では、輝度調整が行なわれた超音波画像から針画像を生成す
ることが出来る。
【００８１】
（第３の実施形態）
　第３の実施形態では、第２の超音波画像群に対して第１の超音波画像を用いた画像処理
が行なわれた後に、第３の超音波画像の選択処理が実行される場合について説明する。
【００８２】
　第３の実施形態に係る制御部１８は、図１を用いて説明した第１の実施形態に係る制御
部１８と同様に構成される。しかし、第３の実施形態においては、画像制御部１８１が有
する選択部１８ｂの処理が第１の実施形態及び第２の実施形態と異なる。以下、これを中
心にして説明する。なお、第３の実施形態でも、第１の実施形態及び第２の実施形態と同
様に、第１のスキャン及び第２のスキャンが行なわれた後に、第１の超音波画像及び第２
の超音波画像群が生成される。
【００８３】
　第３の実施形態に係る画像生成制御部１８１は、第１の超音波画像および第２の超音波
画像群に基づく画像群それぞれの輝度分布を解析した解析結果に基づいて、穿刺針１ｂが
高輝度で描出された針画像を生成するように画像生成部１４を制御する。すなわち、第３
の実施形態に係る画像生成制御部１８１が有する選択部１８ｂは、第１の超音波画像およ
び第２の超音波画像群に基づく画像群から第３の超音波画像を選択する。具体的には、第
３の実施形態に係る選択部１８ｂは、第２の超音波画像群それぞれの超音波画像から第１
の超音波画像を差分することで差分画像群を生成するように画像生成部１４を制御し、当
該差分画像群から第３の超音波画像を選択する。図９及び図１０は、第３の実施形態に係
る選択部を説明するための図である。
【００８４】
　第３の実施形態に係る画像生成部１４は、選択部１８ｂの制御により、図９に示すよう
に、角度「α１、α２、α３、α４、α５、・・・・・」それぞれの超音波画像からなる
第２の超音波画像群から第１の超音波画像（生体画像）を差分する。すなわち、画像生成
部１４は、角度「α１、α２、α３、α４、α５、・・・・・」それぞれの差分画像を生
成する。これにより、画像生成部１４は、候補画像群としての差分画像群を生成する。そ
して、第３の実施形態に係る選択部１８ｂは、差分画像群を輝度解析することで、第３の
超音波画像を選択する。以下、第３の実施形態において、第３の超音波画像の選択に用い
られる所定の条件について説明する。
【００８５】
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　まず、選択部１８ｂは、第１の実施形態及び第２の実施形態と同様に、各差分画像の輝
度分布を示すヒストグラム（輝度曲線）を生成する。ここで、差分画像には、穿刺針１ｂ
のみが抽出される可能性が高い。すなわち、穿刺針１ｂが明瞭に描出されている差分画像
では、高輝度の領域が一部のみに出現するため、輝度曲線は、図１０の曲線ａに示すよう
に、低輝度の分布が多く、高輝度の分布が少なくなる。一方、穿刺針１ｂが不明瞭に描出
されている差分画像の輝度曲線は、中輝度の領域が一部のみに出現するため、輝度曲線は
、図１０の曲線ｂに示すように、低輝度や中輝度の分布が多くなる。
【００８６】
　そこで、選択部１８ｂは、図１０の曲線ａに示すような輝度曲線が生成された差分画像
を第３の超音波画像として選択する。例えば、選択部１８ｂは、図９に示す角度「α３」
の超音波画像から第１の超音波画像を差分することで生成された差分画像を第３の超音波
画像として選択する。
【００８７】
　そして、第３の実施形態に係る画像生成制御部１８１が有する抽出部１８ｃは、選択部
１８ｂが選択した第３の超音波画像全体を穿刺針領域として抽出する。すなわち、第３の
実施形態では、第３の超音波画像そのものを針画像とする。
【００８８】
　或いは、第３の実施形態に係る抽出部１８ｃは、選択部１８ｂが選択した第３の超音波
画像の高輝度領域を穿刺針領域として抽出する。すなわち、第３の実施形態に係る抽出部
１８ｃは、抽出用閾値を用いた抽出方法や、直線抽出手法により第３の超音波画像から穿
刺針領域を抽出する。かかる場合は、画像生成部１４は、第１の実施形態と同様に、抽出
部１８ｃの制御により、穿刺針領域を用いて針画像を生成する。
【００８９】
　なお、第３の超音波画像全体を穿刺針領域として抽出するか、第３の超音波画像の高輝
度領域を穿刺針領域として抽出するかは、操作者により選択可能である。　
【００９０】
　次に、図１１を用いて、第３の実施形態に係る超音波診断装置の処理について説明する
。図１１は、第３の実施形態に係る超音波診断装置の処理を説明するためのフローチャー
トである。
【００９１】
　図１１に示すように、第３の実施形態に係る超音波診断装置は、穿刺モードが開始され
たか否かを判定する（ステップＳ２０１）。ここで、穿刺モードが開始されていない場合
（ステップＳ２０１否定）、第３の実施形態に係る超音波診断装置は、穿刺モードが開始
されるまで待機状態となる。
【００９２】
　一方、穿刺モードが開始された場合（ステップＳ２０１肯定）、スキャン制御部１８ａ
は、第１のスキャン及び第２のスキャンを実行するように超音波プローブ１を制御する（
ステップＳ２０２）。
【００９３】
　そして、画像生成部１４は、第１の超音波画像（生体画像）及び第２の超音波画像群（
候補画像群）を生成し（ステップＳ２０３）、選択部１８ｂの制御により、画像生成部１
４は、第２の超音波画像群それぞれの超音波画像から第１の超音波画像を差分することで
差分画像群を生成する（ステップＳ２０４）。
【００９４】
　そして、選択部１８ｂは、差分画像群から第３の超音波画像を選択する（ステップＳ２
０５）。具体的には、選択部１８ｂは、低輝度の出現頻度が多く、高輝度の出現頻度が低
い輝度曲線を有する差分画像を第３の超音波画像として選択する。
【００９５】
　その後、抽出部１８ｃは、第３の超音波画像全体を穿刺針領域として抽出し、画像生成
部１４は、第３の超音波画像を針画像として生成する（ステップＳ２０６）。なお、抽出



(16) JP 6000569 B2 2016.9.28

10

20

30

40

50

部１８ｃは、第３の超音波画像から、抽出用閾値、又は、直線抽出手法を用いて穿刺針領
域を抽出し、画像生成部１４は、穿刺針領域を用いて針画像を生成しても良い。
【００９６】
　続いて、画像合成部１６は、第１の超音波画像と針画像との合成画像を生成する（ステ
ップＳ２０７）。これにより、１フレーム分の合成画像が生成される。
【００９７】
　そして、表示制御部１８ｄは、合成画像をモニタ２に表示させるように制御し（ステッ
プＳ２０８）、穿刺モードが終了したか否かを判定する（ステップＳ２０９）。ここで、
穿刺モードが終了していない場合（ステップＳ２０９否定）、超音波診断装置は、ステッ
プＳ２０２に戻って、次のフレーム分の合成画像を生成するためのスキャンが実行される
ように制御する。
【００９８】
　一方、穿刺モードが終了した場合（ステップＳ２０９肯定）、超音波診断装置は、処理
を終了する。なお、表示制御部１８ｄは、合成画像とともに、第１の超音波画像や第３の
超音波画像、差分画像群などを並列表示させても良い。また、上記では、穿刺モードの終
了判定がステップＳ２０８の合成画像表示後に実行される場合について説明した。しかし
、第３の実施形態は、穿刺モードの終了判定がステップＳ２０２において第１のスキャン
及び第２のスキャンが行なわれた後に実行される場合であっても良い。すなわち、第１の
スキャン及び第２のスキャンは、ステップＳ２０３からステップＳ２０８の処理と並行し
て、順次実行される場合であっても良い。
【００９９】
　上述してきたように、第３の実施形態では、選択部１８ｂは、第２の超音波画像群それ
ぞれの超音波画像から第１の超音波画像を差分することで差分画像群を生成するように画
像生成部１４を制御し、当該差分画像群から第３の超音波画像を選択する。そして、抽出
部１８ｃは、選択部１８ｂが選択した第３の超音波画像全体、又は、当該第３の超音波画
像の高輝度領域を穿刺針領域として抽出する。
【０１００】
　すなわち、第３の実施形態では、第３の超音波画像の選択対象を、生体組織の情報が低
減された差分画像群とする。その結果、第３の実施形態では、オブリークスキャンにより
生成された画像群を第３の超音波画像の選択対象とする場合と比較して、穿刺針１ｂの視
認性をより向上させることが可能となる。なお、上述した第１の実施形態及び第２の実施
形態においても、第３の超音波画像に描出される生体組織にアーチファクトの影響が少な
い場合には、第３の超音波画像全体を穿刺針領域として抽出しても良い。
【０１０１】
（第４の実施形態）
　第４の実施形態では、第３の実施形態において、第２の実施形態で説明した輝度調整が
実行される場合について説明する。
【０１０２】
　第４の実施形態に係る制御部１８は、第３の実施形態に係る制御部１８に、第２の実施
形態にて説明した調整部１８ｅが追加された構成となる。すなわち、第４の実施形態に係
る制御部１８の構成は、図７に示す制御部１８と同様となる。
【０１０３】
　すなわち、第４の実施形態においても、第１の実施形態～第３の実施形態と同様に、第
１のスキャン及び第２のスキャンが行なわれた後に、第１の超音波画像及び第２の超音波
画像群が生成される。図１２Ａ及びＢは、第４の実施形態に係る制御部の処理を説明する
ための図である。
【０１０４】
　そして、第４の実施形態では、第２の実施形態と同様に、調整部１８ｅは、第２の超音
波画像群の輝度調整を行なうことで、各超音波画像の全体の輝度が略均一となる第３の超
音波画像群を生成する（図１２Ａに示すステップＳＡ１）。
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【０１０５】
　そして、第４の実施形態では、第３の実施形態とは異なり、選択部１８ｂの制御により
、画像生成部１４は、第３の超音波画像群から差分画像群を生成する（図１２Ａに示すス
テップＳＡ２）。すなわち、画像生成部１４は、第３の超音波画像群それぞれを、第１の
超音波画像から差分することで、差分画像群を生成する。
【０１０６】
　そして、第４の実施形態では、第３の超音波画像群を用いて生成された差分画像群から
第３の超音波画像を選択する（図１２Ａに示すステップＳＡ３）。すなわち、図１２Ａに
示す場合、選択部１８ｂは、第３の超音波画像群から差分画像群を生成するように画像生
成部１４を制御し、当該差分画像群から第３の超音波画像を選択する。なお、図１２Ａに
示す場合に第３の超音波画像の選択に用いられる所定の条件は、第３の実施形態で説明し
た選択条件が用いられる。
【０１０７】
　このように、第４の実施形態では、図１１のフローチャートで説明したステップＳ２０
４及びステップＳ２０５の処理に変わって、図１２Ａに示すステップＳＡ１～ステップＳ
Ａ３の処理が行なわれる。
【０１０８】
　これにより、第４の実施形態では、第３の超音波画像の選択対象となる差分画像群の画
質が向上されるので、第３の実施形態と比較して、穿刺針１ｂの視認性をより向上させる
ことが可能となる。
【０１０９】
　ただし、実際の超音波画像では、上述したように、画像収集時に画像全体の輝度調整を
行ってもオブリークスキャンにより同一部位が同一輝度で描出されることは、まれである
。従って、輝度調整が行なわれた第３の超音波画像を用いて生成された差分画像にも、生
体組織の消え残りが描出された領域も含まれる可能性がある。そこで、第４の実施形態は
、変形例として、以下の処理を更に行なっても良い。
【０１１０】
　まず、調整部１８ｅは、更に、差分画像群を輝度調整する（図１２Ｂに示すステップＳ
Ａ４）。具体的には、調整部１８ｅは、更に、画像生成部１４により生成された差分画像
群に対して、各差分画像の全体の輝度が略均一となる輝度調整を行なう。すなわち、調整
部１８ｅは、第２の超音波画像群に対して行なった輝度調整を差分画像群に対しても実行
する。これにより、差分画像に含まれる生体組織の残渣領域を排除することが出来る。
【０１１１】
　又は、調整部１８ｅは、差分画像群に対して、第２の閾値以下の輝度を所定の値に置換
する輝度調整を行なう。例えば、第２の閾値は、生体組織の残渣に対応する輝度を参照す
ることで設定される。そして、例えば、調整部１８ｅは、第２の閾値以下の輝度を「０」
に置換する。これによっても、差分画像に含まれる生体組織の残渣領域を排除することが
出来る。
【０１１２】
　そして、選択部１８ｂは、調整部１８ｅにより輝度調整が行なわれた差分画像群から第
３の超音波画像を選択する（図１２Ｂに示すステップＳＡ５）。なお、図１２Ｂに示す場
合に第３の超音波画像の選択に用いられる所定の条件は、第３の実施形態で説明した選択
条件が用いられる。
【０１１３】
　このように、第４の実施形態の変形例では、図１１のフローチャートで説明したステッ
プＳ２０４及びステップＳ２０５の処理に変わって、図１２Ａに示すステップＳＡ１及び
ＳＡ２と、図１２Ｂに示すステップＳＡ４及びＳＡ５が順次実行される。
【０１１４】
　これにより、第４の実施形態の変形例では、第３の超音波画像の選択対象となる差分画
像群には、生体組織の残渣が描出される可能性が低減されるので、上記の場合と比較して
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、穿刺針１ｂの視認性をより向上させることが可能となる。なお、第４の実施形態及び第
４の実施形態の変形例では、第３の実施形態と同様に、第３の超音波画像全体を穿刺針領
域として抽出する場合であっても、第３の超音波画像の高輝度領域を穿刺針領域として抽
出する場合であっても良い。
【０１１５】
　ここで、上記した第１～第４の実施形態に係る画像合成部１６は、第１の超音波画像（
生体画像）と針画像とを単純に１対１で重畳することで合成画像を生成する場合であって
も良いが、以下に説明する合成処理を行なっても良い。図１３は、画像合成部の変形例を
説明するための図である。
【０１１６】
　すなわち、画像合成部１６は、第１の超音波画像と針画像とを合成する際の重み付けを
変更することで合成画像を生成する。例えば、画像合成部１６は、図１３に示すように、
生体画像の重みを「１」とし、針画像の重みを「２」とすることで、穿刺針１ｂが強調さ
れた合成画像を生成する。ここで、各画像に対する重み付けは、操作者により任意に変更
可能であり、例えば、施術中であっても変更可能である。すなわち、穿刺針１ｂを強調し
た合成画像を参照したい場合、操作者は、針画像の重みを大きくし、生体組織を強調した
合成画像を参照したい場合、操作者は、生体画像の重みを大きくする。例えば、各画像に
対する重み付けは、入力装置３を介して設定される。
【０１１７】
　また、画像合成部１６は、重み付けが変更された合成画像を複数生成する場合であって
も良い。例えば、画像合成部１６は、生体画像と針画像との重み付けが「１：２」及び「
２：１」の合成画像を２つ生成する場合であっても良い。また、画像合成部１６は、重み
付けが変更された合成画像を生成する要求があった場合でも、生体画像と針画像とを「１
：１」で合成した合成画像も生成しても良い。かかる場合、表示制御部１８ｄは、複数の
合成画像を並列表示させる。
【０１１８】
　上記の変形例によれば、操作者（医師）の要望に応じて、生体組織、又は、穿刺針１ｂ
のいずれかが強調された合成画像を表示することが出来るので、操作者による穿刺を更に
支援することが可能となる。
【０１１９】
　また、上記した第１～第４の実施形態では、第２のスキャンで実行される複数の超音波
送信方向が固定される場合について説明した。しかし、第１～第４の実施形態に係る第２
のスキャンは、以下に説明する変形例により実行される場合であっても良い。
【０１２０】
　すなわち、変形例に係るスキャン制御部１８ａは、選択部１８ｂが選択した第３の超音
波画像の生成元となる反射波を受信するために行なわれた超音波送信方向に基づいて、第
２のスキャンにおける超音波の送信条件を変更する。図１４Ａ及びＢは、スキャン制御部
の変形例を説明するための図である。
【０１２１】
　一例を挙げると、スキャン制御部１８ａは、まず、図１４Ａに示すように１０度間隔で
所定の角度範囲（角度「Ｂ－Ｂ０」から角度「Ｂ－Ｂ１」の範囲）の第２のスキャンを実
行させる。ここで、例えば、図１４のＡに示すように、角度「α３」のオブリークスキャ
ンにより生成された第３の超音波画像が選択部１８ｂにより選択されたとする。かかる場
合、スキャン制御部１８ａは、例えば、図１４Ａに示すように、角度「α３」を針画像生
成用の候補角度とし、再度、角度「α３」を中心にして「α２からα４を５度間隔」とす
る第２のスキャンを実行させる。
【０１２２】
　そして、選択部１８ｂは、再度実行された第２のスキャンにより生成された画像群から
第３の超音波画像を選択する。なお、第２のスキャンの繰り返し回数は、３回以上であっ
ても良い。例えば、第２のスキャンは、角度間隔及び角度範囲を順次減少させながら、所
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定回数繰り返される場合であっても良い。
【０１２３】
　上記の変形例では、針画像を生成するための最適なオブリークの角度を高精度に選択す
ることが出来る。
【０１２４】
　なお、第２のスキャンの変更は、上記のように、１フレームの合成画像を生成する際に
複数回繰り返される場合に限定されるものではない。例えば、直前のフレームにて選択さ
れた第３の超音波画像のオブリーク角度に基づいて、新規のフレームを生成するための第
２のスキャンの角度間隔及び角度範囲を減少させる場合であっても良い。かかる場合、合
成画像生成処理に要する処理負荷を低減することが出来る。特に、輝度調整が行なわれる
場合は、輝度調整を行なう画像数を減少させることが出来る。
【０１２５】
　また、第２のスキャンは、必ずしも複数方向にて実行される場合に限定されるものでは
ない。例えば、スキャン制御部１８ａは、選択部１８ｂが選択した第３の超音波画像の生
成元となる反射波を受信するために行なわれた超音波送信方向を、第２のスキャンで実行
される超音波送信方向である第２の方向として決定する場合であっても良い。例えば、図
１４Ｂに示すように、角度「α３」のオブリークスキャンにより生成された第３の超音波
画像が選択部１８ｂにより選択されたとする。かかる場合、スキャン制御部１８ａは、図
１４Ｂに示すように、以降のフレームでは、角度「α３」の超音波送信方向を第２の方向
とし、第２のスキャンを第２の方向に固定して行なう場合であっても良い。第２のスキャ
ンの角度が固定された場合、選択部１８ｂの処理はスキップされ、抽出部１８ｃの処理に
より、針画像は、角度「α３」のオブリークスキャンにより生成された画像を用いて生成
される。
【０１２６】
　ここで、複数方向の第２のスキャンから単一方向の第２のスキャンへの移行は、以下に
示す様々なパターンに大別される。第１のパターンは、最初の１フレームでオブリークス
キャンの角度を決定して、複数方向の第２のスキャンから単一方向の第２のスキャンへ移
行する場合である。また、第２のパターンは、複数フレームに渡り複数方向の第２のスキ
ャンを実行し、各フレームで選択されたオブリークスキャンの角度が所定の範囲内にある
場合に、複数方向の第２のスキャンから単一方向の第２のスキャンへ移行する場合である
。かかる場合、固定されるオブリークスキャンの角度は、平均値や中央値などが用いられ
る。
【０１２７】
　上記の場合でも、合成画像生成処理に要する処理負荷を低減することが出来る。
【０１２８】
　また、スキャン制御部１８ａは、複数方向の第２のスキャン及び単一方向の第２のスキ
ャンを以下のように併用する場合であっても良い。すなわち、スキャン制御部１８ａは、
第２の方向を決定した後、所定の時機に、再度、第２のスキャンで実行される超音波送信
方向を複数の方向として、選択部１８ｂによる第３の超音波画像の選択処理を実行させる
。そして、スキャン制御部１８ａは、選択部１８ｂが選択した第３の超音波画像の生成元
となる反射波を受信するために行なわれた超音波送信方向を新規の第２の方向として決定
する。ここで、第２の方向を更新する所定の時機は、操作者が指定した時点である場合で
も良く、予め設定された時間が経過した時点である場合であっても良い。例えば、スキャ
ン制御部１８ａは、単一方向（第２の方向）の第２のスキャンに移行した後も、所定の間
隔（例えば、５フレームごと）で複数方向の第２のスキャンを１回、又は、複数回実行さ
せる。これにより、スキャン制御部１８ａは、再度、単一方向の第２のスキャンのオブリ
ークスキャンの角度（新規の第２の方向）を決定する。
【０１２９】
　上記の場合では、針画像を生成するためのオブリークの最適な角度を、順次更新した上
で、合成画像生成処理に要する処理負荷を低減することが出来る。
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【０１３０】
　なお、上記では、第３の超音波画像が１つ選択される場合について説明した。しかし、
第１の実施形態～第４の実施形態で説明した「所定の条件」を満たす画像は、複数である
場合もある。以下では、選択部１８ｂが所定の条件を満たす画像を複数選択した場合に行
なわれる処理について説明する。
【０１３１】
　選択部１８ｂは、所定の条件を満たす画像を複数選択した場合、当該選択した複数の画
像を加算した加算画像を生成するように画像生成部１４を制御する。例えば、画像生成部
１４は、選択部１８ｂが選択した複数の画像を加算することで加算画像を生成する。或い
は、例えば、画像生成部１４は、選択部１８ｂが選択した複数の画像を加算平均すること
で加算画像を生成する。或いは、例えば、選択部１８ｂは、選択した各画像の所定の条件
に対する一致度に基づいて、選択した複数の画像それぞれに対して、加算画像を生成する
際の重み付けを設定しても良い。
【０１３２】
　そして、抽出部１８ｃは、加算画像を第３の超音波画像として、穿刺針領域の抽出処理
を行なう。加算画像を用いることで、穿刺針１ｂが更に強調された針画像を生成すること
が出来る。
【０１３３】
　なお、複数の第３の超音波画像が選択された場合、スキャン制御部１８ａは、複数の第
３の超音波画像の生成元となる反射波を受信するために行なわれた複数の超音波送信方向
に基づいて、第２のスキャンにおける超音波の送信条件を変更しても良い。例えば、スキ
ャン制御部１８ａは、選択された３つの画像それぞれに対応するオブリークスキャンの角
度が「α３、α４、α５」であった場合、「α３、α４、α５」により定まる３つの超音
波送信方向を『３つの「第２の方向」』として第２のスキャンを実行させても良い。また
、複数の第２の方向により第２のスキャンを固定して実行する場合、所定の時機に、再度
、第２のスキャンにおける超音波送信方向を更新する処理が行なわれる場合であっても良
い。かかる場合、更新される第２の方向は、１つの方向であったり、複数の方向であった
りする。
【０１３４】
　或いは、選択部１８ｂは、所定の条件を満たす画像を複数選択した場合、当該選択した
複数の画像の中から、更に、１つの画像を選択する場合でも良い。例えば、選択部１８ｂ
は、選択した複数の画像の中から任意に選択した１つの画像を第３の超音波画像として、
抽出部１８ｃに通知する。或いは、例えば、選択部１８ｂは、選択した複数の画像の中で
、所定の条件と最も一致する画像を第３の超音波画像として、抽出部１８ｃに通知する。
【０１３５】
　或いは、選択部１８ｂが所定の条件を満たす画像を複数選択し、更に、選択した複数の
画像から所定の条件と最も一致する画像を選択できなかった場合、スキャン制御部１８ａ
は、以下の制御を行なっても良い。すなわち、スキャン制御部１８ａは、選択部１８ｂに
より第３の超音波画像が１つ選択されるまで、図１４Ａを用いて説明したように、角度間
隔及び角度範囲を減少させた第２のスキャンを、再度、１回、または、複数回実行させる
。そして、選択部１８ｂは、再度実行された第２のスキャンにより生成された画像群から
、所定の条件と最も一致する画像を第３の超音波画像として選択する。
【０１３６】
　なお、第１の実施形態～第４の実施形態及び変形例で説明した制御方法は、あらかじめ
用意された制御プログラムをパーソナルコンピュータやワークステーションなどのコンピ
ュータで実行することによって実現することができる。この制御プログラムは、インター
ネットなどのネットワークを介して配布することができる。また、この制御プログラムは
、ハードディスク、フレキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ、ＵＳ
Ｂメモリ及びＳＤカードメモリなどのＦｌａｓｈメモリなどのコンピュータで読み取り可
能な非一時的な記録媒体に記録され、コンピュータによって非一時的な記録媒体から読み
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【０１３７】
　以上、説明したとおり、第１の実施形態～第４の実施形態及び変形例によれば、生体組
織及び穿刺針双方の視認性を向上させることが可能となる。
【０１３８】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【０１３９】
　１　超音波プローブ
　１ａ　穿刺アダプタ
　１ｂ　穿刺針
　２　モニタ
　３　入力装置
　１０　装置本体
　１１　送受信部
　１２　Ｂモード処理部
　１３　ドプラ処理部
　１４　画像生成部
　１５　画像メモリ
　１６　画像合成部
　１７　内部記憶部
　１８　制御部
　１８ａ　スキャン制御部
　１８１　画像生成制御部
　１８ｂ　選択部
　１８ｃ　抽出部
　１８ｄ　表示制御部
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